
令和 6 年 4 月吉日 

地域の皆様へ 

耐震化促進のための 

木造戸建住宅『 戸 別 訪 問 』 のお知らせ 

『大阪狭山市には、耐震診断・耐震改修の補助制度があります！ 

            住まいの耐震化について考えてみませんか？』 

 

本市では、いつ起こるかわからない地震へ備えるため、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建てられ

た木造住宅を対象に、耐震化のための補助制度を設け、耐震化の促進に努めています。 

その取組みとして、戸別訪問を市内各地域にて展開しており、このたび当地域で実施すること

になりました。 

この戸別訪問の取組みは、公共・民間の団体が連携して、既存建築物等の耐震性の向上等、

府民の生命と財産を守り、災害に強い住まいとまちづくりに資することを目的に設置された「大阪

建築物震災対策推進協議会」の会員であるNPO法人『人・家・街 安全支援機構』 略称〈LSO〉と

大阪狭山市が連携して実施するものです。後日、皆様のお宅を一戸一戸訪問し、関心のある方

に、耐震化にかかる補助制度や工事概要、具体的な進め方などを説明させていただくものです。 

（家の中には入りません。） 

この機会に住まいの耐震化について、ご検討いただければと思います。 

 

 

【日  時】 令和 6年 5月上旬～令和 6年 5月下旬  （午前 9時～午後 5時） 

         ※訪問する数日前に事前チラシを配布します。 

【実施者】 NPO法人『人・家・街 安全支援機構』 略称 ＜LSO＞（大阪建築物震災対策推進協議会会員) 

         ※各ご家庭に伺う実施者は信頼の証として、「まちまるごと耐震化支援事業」の 

実施事業者の証を携帯して伺いますのでご確認ください。 

【対  象】 外観から平成 12年以前に建築されたと推測される木造戸建住宅 

※補助対象の住宅は、昭和 56年 5月 31日以前に建築確認を受け建てられた 

木造住宅です。 

 

 

 

 

 

回  覧   

 

ＮＰＯ法人『人・家・街 安全支援機構』  略称＜LSO＞ （日・祝休） ＴＥＬ：0120－263－150 

大阪狭山市 まちづくり推進部 都市政策グループ       ＴＥＬ：072－366－0011（内線 356） 

【お問い合わせ先】 

戸別訪問の概要 




